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○京丹波町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

平成２８年３月４日 

告示第９号 

改正 平成２９年３月２３日告示第１８号 

平成３０年４月１日告示第１７号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１１５条の４５に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業

（以下「総合事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、使用する用語の意義は、法、介護保険法施行規則（平成

１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）及び地域支援事業実施要綱（平

成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業

の実施について」。以下「通知」という。）で使用する用語のほか、次に定めると

ころによる。 

（１） 要支援者とは、法第９条第１号に規定する第１号被保険者のうち同法第３

２条の規定により要支援認定を受けた者をいう。 

（２） 介護予防・日常生活サービス事業対象者とは、平成２７年厚生労働省告示

第１９７号に定める基本チェックリスト（以下「基本チェックリスト」とい

う。）の記入内容が事業対象基準に該当した者（以下「事業対象者」という。）

をいう。 

（実施主体） 

第３条 総合事業の実施主体は、京丹波町とする。 

２ 町長は、総合事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法

人等（以下「受託事業者」という。）に委託することができる。 

（事業の構成及び内容） 

第４条 総合事業の構成と内容は、別表第１のとおりとする。 

（サービス費の額） 

第５条 介護予防・生活支援サービス事業（以下「サービス」という。）費の額は、

別表第２に定める額とする。 

（利用限度額） 

第６条 事業対象者がサービスを利用するにあたり、１月あたりの利用限度額は、次

の表のとおりとする。 

事業対象者区分 利用限度額 

要支援１・２ 国が定める限度額によるものとする。 

事業対象者 国が定める要支援１の限度額とする。 

（高額介護予防サービス費等相当額の支給） 

第６条の２ 町長は、総合事業において、法第６１条に規定する高額介護予防サービ

ス費及び法第６１条の２に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当

する額（以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。）を支給するものとす

る。 

２ 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービ

ス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

（サービス利用の申請等） 

第７条 サービスを利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、介護予防サ

ービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書（様式第１号。以
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下「届出書」という。）、及び介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書（様式

第２号。以下「申請書」という。）を、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の提出があったときは、その内容を審査し、事業対象者に対し、当

該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載

し、これを交付するとともに、京丹波町介護予防・日常生活支援総合事業利用可否

決定通知書（様式第３号）により申請者に通知する。 

３ 第１項の届出は、申請者に代わって、当該者に対して第１号介護予防支援事業を

行う地域包括支援センターが行うことができる。 

４ 町長は、第２項の規定により事業の利用を決定したときは、受託事業予定者に対

し京丹波町介護予防・日常生活支援総合事業利用委託書（様式第４号）により事業

の委託をすることができる。 

（利用料等） 

第８条 総合事業を利用する者（以下「利用者」という。）は、事業の実施に要する

経費の一部として、別表第３に定める事業区分に応じて、利用料を負担しなければ

ならない。 

２ 前項の費用は、事業の実施を委託している場合にあっては、当該事業受託者にお

いて直接納付させることができるものとする。 

３ 当該事業受託者は、サービスの内容によって要した費用を実費相当分として、利

用料とは別に徴収することができる。 

（届出の義務） 

第９条 利用者は、次に掲げるいずれかに該当した場合は、速やかに町長に届け出な

ければならない。 

（１） 町外に住所地を変更したとき。 

（２） 事業を受ける必要がなくなったとき。 

（３） 事業の種類ごとの利用要件を満たさなくなったとき。 

（利用の停止） 

第１０条 町長は、利用者から前条の届出があったときは、サービスを停止し、京丹

波町介護予防・日常生活支援総合事業利用停止通知書（様式第５号）により申請者

及び受託事業者に通知するものとする。 

（利用の取消し） 

第１１条 町長は、利用者がこの要綱の規定に違反したとき、又は指示に従わなかっ

たときは、利用を取り消すことができる。 

（受託事業者の遵守事項） 

第１２条 受託事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 事業の実施については、利用者の身体上又は精神上の障害に配慮し、利用

者等の意思を尊重するよう努めなければならない。 

（２） 利用者の身体的異変等による緊急時の対応と処置に努めなければならな

い。 

（３） 事業の実施又は申請書等の経由に当たり、利用者等の人格を尊重するとと

もに、利用者等の身上及びその家族等に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

２ 町長は、受託事業者が前項に規定する遵守事項に違反したときは、委託を取り消

すことができる。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別

に定める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年３月２８日から施行する。 

（京丹波町介護予防事業実施要綱の廃止） 

２ 京丹波町介護予防事業実施要綱（平成１９年京丹波町告示第３７号）は、廃止す

る。 

（経過措置） 

３ この告示の施行日の前日までに、京丹波町介護予防事業実施要綱の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみな

す。 

附 則（平成２９年告示第１８号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年告示第１７号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第４条関係） 

事業構成 事業内容 

介護予

防・生活

支援サー

ビス事業

（第１号

事業） 

訪問型サービ

ス事業 

現行相当サ

ービス 

訪問介護員による身体介護、生活援助の実施 

訪問型サー

ビスA 

自立した日常生活を営むための家事援助の実

施 

訪問型サー

ビスB 

通所型サービ

ス事業 

現行相当サ

ービス 

生活機能向上のための機能訓練や安全な入浴

の実施 

通所型サー

ビスA 

自立した日常生活を営むための機能訓練の実

施 

通所型サー

ビスC 

生活機能を改善するための機能訓練を短期集

中で実施 

介護予防ケアマネジメント

事業 

事業利用者が自立した日常生活を営むための

ケアマネジメントを作成 

一般介護

予防事業 

介護予防把握事業 要介護状態に陥る可能性の高い高齢者を把握

するため、要介護（要支援）者又は事業対象

者以外の高齢者に対し、基本チェックリスト

の配布・回収を実施 

介護予防普及啓発事業 自立した日常生活を営むための介護予防に関

する知識、習慣普及啓発のための介護予防教

室等の開催 

地域介護予防活動支援事業 自立した日常生活を営むための介護予防、生

活支援、趣味活動等に資する住民グループ活

動の支援 

一般介護予防事業評価事業 住民に対して介護予防に関する知識の普及啓

発、地域活動の実施状況の把握などの事業評

価の実施 

地域リハビリテーション活

動支援事業 

自立した日常生活を営むため、リハビリ専門

職による指導や相談 
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別表第２（第５条関係） 

事業区分 サービス費 

介護予

防・生活

支援サー

ビス事業

（第１号

事業） 

訪問型サービ

ス事業 

現行相当サービス

事業 

国の通知に定める単価 

訪問型サービスA

事業 

国の通知に定める単価を下回る額で、委

託事業にあっては委託契約書に基づく額 

訪問型サービスB

事業 

通所型サービ

ス事業 

現行相当サービス

事業 

国の通知に定める単価 

通所型サービスA

事業 

国の通知に定める単価を下回る額で、委

託事業にあっては委託契約書に基づく額 

通所型サービスC

事業 

介護予防ケアマネジメント事業 現行相当サービス利用の計画のみ、国の

通知に定める単価 

別表第３（第８条関係） 

事業区分 利用者負担額 

介護予防・

生活支援サ

ービス事業

（第１号事

業） 

訪問型サービ

ス事業 

現行相当サービス事業 国が定める法定割合 

訪問型サービスA事業 町長が定める額 

訪問型サービスB事業 

通所型サービ

ス事業 

現行相当サービス事業 国が定める法定割合 

通所型サービスA事業 町長が定める額 

通所型サービスC事業 

介護予防ケアマネジメント事業 国が定める自己負担額 

一般介護予防事業 サービス提供主体が設定した

額 
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